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株主の皆さまへ_01

2013年6月 株式会社フリークアウト（現「株式会社フリークアウト・ホールディングス」以下同様）と株式会社
Preferred Infrastructureの合弁にて株式会社インティメート・マージャーを設立。

2015年3月 Googleの運営するDSPサービスと連携を開始。

2018年7月 B2B向けリードジェネレーションツール「Select DMP」の提供を開始。

2019年1月 成果報酬型ディスプレイ広告運用サービス「Performance DMP」の提供を開始。

2019年10月 東証マザーズ上場

2020年3月 株式会社新生銀行との共同事業を行うクレジットスコア株式会社を設立

2020年11月 株式会社フリークアウト・ホールディングスとの親子関係を解消

2021年8月 3rd Party Cookieの代替サービス「IMポストCookieアドネットワーク」の提供を開始。

2022年4月 東京証券取引所の市場区分再編に伴いグロース市場へ移行
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招集ご通知

株 主 各 位 証券コード  7072
2022年12月５日

東京都港区六本木３丁目５番27号

株式会社インティメート・マージャー
代表取締役社長 簗島　亮次

■1  日　　時 2022年12月21日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
■2  場　　所 東京都港区六本木３丁目５番27号

株式会社インティメート・マージャー本社会議室
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

■3  目的事項

報告事項 1．第10期（2021年10月1日から2022年９月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件

2．第10期（2021年10月1日から2022年９月30日まで）
計算書類報告の件

決議事項 第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役４名選任の件
第３号議案　監査役２名選任の件
第４号議案　会計監査人選任の件
第５号議案　取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報

酬決定の件

　● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本招集ご通知をご持参くださ
いますようお願い申しあげます。

　● 当日は感染防止策のため、体温測定、マスク着用、アルコール消毒などの措置を取らせていただきますので、ご協力賜りますようお願い申し
あげます。

　● 本招集ご通知に添付すべき書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項」、連結計算書類の「連結株主資
本等変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第14条の規定
に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。な
お、本招集ご通知の添付書類に記載しております事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役が会計監査報告及び監査報
告の作成に際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

　● 株主総会参考書類並びに、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイ
トに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト（https://corp.intimatemerger.com/）

第10期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第10期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内申しあげます。
　なお、当日ご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参
考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年12月20日（火曜
日）午後７時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
記

以　上
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定款一部変更議案

第１号議案 定款一部変更の件

現行定款 変更案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供）
第14条 当会社は、株主総会の招集に関し、株主総会参

考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類
に記載または表示をすべき事項に係る情報を、
法務省令に定めるところに従いインターネット
を利用する方法で開示することにより、株主に
対して提供したものとみなすことができる。

＜　新　設　＞

＜　削　除　＞

（電子提供措置等）
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参

考書類等の内容である情報について、電子提供
措置をとるものとする。

株主総会参考書類

１．提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定が2022年９
月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり当社定款を変更するものであ
ります。
(１)　変更案第14条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定める

ものであります。
(２)　変更案第14条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための

規定を設けるものであります。
(３)　株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供（現行定款第14条）の規定は不要となるため、こ

れを削除するものであります。
(４)　上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）
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定款一部変更議案

現行定款 変更案

＜　新　設　＞

＜　新　設　＞

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部または一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求した
株主に対して交付する書面に記載しないこと
ができる。

（附則）
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）
第１条 2022年９月１日から６か月以内の日を株主総

会の日とする株主総会については、変更前定款
第14条（株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供）は、なお効力を有する。

２ 本附則は、前項の株主総会の日から３か月を
経過した日後にこれを削除する。
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取締役選任議案

第２号議案 取締役４名選任の件

候補者
番号

氏名 候補者属性 現在の当社における地位・担当
取締役会
出席状況

 (2022年度)

１
や な

簗
し ま

島
 

　
りょう

亮
じ

次 再任

代表取締役社長
プラットフォーム事業本部長
コーポレート・コミュニケーション室長
管理本部長

16/16回
100%

２
き

木
む ら

村
 

　
ゆ う

祐
い ち

一 再任
　

取締役開発本部長
12/12回
100%

３
な が

永
た

田
 

　
あ き

暁
ひ こ

彦 再任 社外 独立
　

社外取締役
16/16回
100%

４
て ら

寺
か ど

門
 

　
しゅん

峻
す け

佑 再任 社外 独立
　

社外取締役
12/12回
100%

再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所届出役員候補者

　取締役全員（４名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役４名の選任をお願いするもので
あります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任議案

候補者番号

1 や な

簗
し ま

島
 

　
りょう

亮
じ

次 （1984年４月23日生）

所有する当社の株式数……………… 382,200株
取締役会出席状況…………………… 16/16回　

　

再 任
　
［略歴、当社における地位及び担当］

    2010年    4 月 グリー株式会社 入社
    2012年    12月 株式会社フリークアウト（現 株式会

社フリークアウト・ホールディング
ス） 入社

    2013年    6 月 当社設立 代表取締役社長就任（現
任）

    2020年    3 月 クレジットスコア株式会社設立 代表
取締役社長就任（現任）

    2020年    3 月 Priv Tech株式会社 取締役就任　

    2020年    6 月 当社 プラットフォーム事業本部長就
任（現任）

    2021年    6 月 当社 コーポレート・コミュニケーシ
ョン室長就任（現任）

    2021年    12月 当社 管理本部長就任（現任）

　

取締役候補者とした理由
簗島 亮次氏は、2013年６月に当社を設立し、経営者としての豊富な経験と当社グループ事業に関する幅広
い見識を活かし、引き続き当社グループの長期的な企業価値の向上及びガバナンスの強化に資することが期
待されるため、取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
クレジットスコア株式会社 代表取締役社長
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取締役選任議案

候補者番号

２ き

木
む ら

村
 

　
ゆ う

祐
い ち

一 （1976年１月27日生）

所有する当社の株式数……………… 2,000株

取締役会出席状況…………………… 12/12回　
　

再 任
　
［略歴、当社における地位及び担当］

    2001年    4 月 ヤフー株式会社 入社
    2010年    7 月 グリー株式会社 入社
    2015年    4 月 ヤフー株式会社 入社
    2018年    6 月 PayPay株式会社 入社
    2019年    7 月 当社入社　

    2019年    11月 当社開発本部長就任
   2021年    12月 当社取締役開発本部長就任（現任）　

取締役候補者とした理由
木村 祐一氏は、テクノロジー全般における豊富な経験と見識を活かし、引き続き当社の事業拡大への貢献
が期待されるため、取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
重要な兼職はありません。

　

候補者番号

３ な が

永
た

田
 

　
あ き

暁
ひ こ

彦 （1982年12月６日生）

所有する当社の株式数……………… 100株
取締役会出席状況…………………… 16/16回　

　

再 任
社 外
独 立

　

［略歴、当社における地位及び担当］

    2007年    4 月 株式会社インスパイア 入社
    2008年    12月 株式会社ユーグレナ 取締役 就任
    2017年    12月 当社社外取締役 就任（現任）
    2018年    10月 株式会社ユーグレナ 取締役副社長 就

任
    2020年    2 月 リアルテックホールディングス株式会

社 代表取締役 就任（現任）　

    2020年    2 月 合同会社リアルテックジャパン 代表
業務執行役 就任（現任）

    2021年    2 月 キューサイ株式会社 取締役就任（現
任）

    2021年    10月 株式会社ユーグレナ 取締役代表執行
役員CEO 就任（現任）

　

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
永田 暁彦氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営に対する様々な助
言及び意見が期待されることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
株式会社ユーグレナ 取締役代表執行役員CEO
リアルテックホールディングス株式会社 代表取締役
合同会社リアルテックジャパン 代表業務執行役
キューサイ株式会社 取締役
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取締役選任議案

候補者番号

４ て ら

寺
か ど

門
 

　
しゅん

峻
す け

佑 （1984年９月16日生）

所有する当社の株式数……………… －

取締役会出席状況…………………… 12/12回　
　

再 任
社 外
独 立

　

［略歴、当社における地位及び担当］

    2010年    12月 東京弁護士会登録
    2011年    1 月 TMI総合法律事務所 入所
    2017年    8 月 クイン・エマニュエル・アークハー

ト・サリバン法律事務所 入所
    2018年    1 月 Wikimedia Foundation, Inc. 入所
    2018年    7 月 SORAINEN法律事務所 入所
    2018年    8 月 ニューヨーク州弁護士資格取得
    2018年    9 月 TMI総合法律事務所復帰
    2018年    10月 情報処理安全確保支援士登録　

    2019年    12月 TMIプライバシー＆セキュリティコン
サルティング株式会社取締役就任(現任)

    2020年    4 月 一般社団法人情報処理安全確保支援士
会 理事就任(現任）

    2020年    6 月 滋賀大学データサイエンス学部 インダ
ストリアルアドバイザー就任（現任）

    2021年    1 月 TMI総合法律事務所 パートナー 就任
（現任）

    2021年    12月 当社社外取締役 就任（現任）
    2022年    6 月 RIZAPグループ株式会社 社外取締役監

査等委員就任（現任）

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
寺門 峻佑氏は、弁護士としての高い専門知識と経験を有しており、法的な観点から当社の経営に対する的
確な助言及び意見が期待されることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
TMI総合法律事務所 パートナー
TMIプライバシー＆セキュリティコンサルティング株式会社 取締役
一般社団法人情報処理安全確保支援士会 理事
滋賀大学データサイエンス学部インダストリアルアドバイザー
RIZAPグループ株式会社 社外取締役監査等委員

　
(注) １. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 永田 暁彦氏、寺門 峻佑氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって永田 
暁彦氏は５年、寺門 峻佑氏は１年となります。

３. 当社は、永田 暁彦氏、寺門 峻佑氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締
結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。再任が承認された場
合、同契約を継続する予定であります。

４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の職
務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって補填す
ることとしております。（ただし、被保険者が利益または便宜の提供を違法に得た場合や犯罪行為または法令違反行為であることを認識し
て行った場合を除く）。各候補者の再任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。

５. 当社は、永田 暁彦氏、寺門 峻佑氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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監査役選任議案

第３号議案 監査役２名選任の件

候補者
番号

氏名 候補者属性
現在の当社における

地位・担当

監査役会
出席状況

 (2022年度)

取締役会
出席状況

 (2022年度)

１
よ こ

横
や ま

山
 こ う

幸
た

太
ろ う

郎 再任
　

非常勤監査役
14/14回
100%

16/16回
100%

２
お お

大
す ぎ

杉
 

　
 いずみ

泉
 

　 再任 社外 独立
　

非常勤社外監査役
14/14回
100%

16/16回
100%

再任 再任監査役候補者 社外 社外監査役候補者 独立 証券取引所届出役員候補者

　監査役横山幸太郎氏、大杉泉氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名の選任をお願い
するものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　監査役候補者は、次のとおりであります。

9



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2022/11/21 20:22:34 / 22903662_株式会社インティメート・マージャー_招集通知

監査役選任議案

候補者番号

１ よ こ

横
や ま

山
こ う

幸
た

太
ろ う

郎 （1979年５月28日生）

所有する当社の株式数……………… －
監査役会出席状況…………………… 14/14回　

　

再 任
　
［略歴、当社における地位及び担当］

    2006年    4 月 株式会社ブレイナー入社
    2008年    12月 ヤフー株式会社入社
    2011年    7 月 株式会社フリークアウト（現　株式会

社フリークアウト・ホールディング
ス）入社

    2012年    ４月 FREAKOUT INTERNATIONAL,INC. 
取締役 就任

    2012年    ６月 株式会社フリークアウト（現　株式会
社フリークアウト・ホールディング
ス）取締役　CFO就任

    2013年    ６月 当社取締役 就任

　

    2015年    ３月 M.T.Burn㈱ 取締役 就任
    2015年    12月 当社監査役 就任(現任)
    2017年    12月 株式会社びーぐっとじゃぱん(現 株式

会社BeGoodJapan)　取締役就任(現
任)

    2017年    12月 みんなのマーケット株式会社 監査役
就任(現任)

    2018年    ６月 WOVN Technologies株式会社 監査
役就任(現任)

    2021年    ９月 株式会社ファイブアローズ 取締役就
任(現任)　

監査役候補者とした理由
横山 幸太郎氏は、当社の元親会社の役員を務めていた経験など、豊富な経験と当社グループ事業に関する
幅広い見識を活かし、業界に精通した的確な監査が期待できることから、監査役としての職務を適切に遂行
できると判断し、監査役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
株式会社BeGoodJapan　取締役
みんなのマーケット株式会社 監査役
WOVN Technologies株式会社 監査役
株式会社ファイブアローズ 取締役
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監査役選任議案

候補者番号

２ お お

大
す ぎ

杉
 

　
いずみ

泉
 

　 （1985年４月６日生）

所有する当社の株式数……………… －
監査役会出席状況…………………… 14/14回　

　

再 任
社 外
独 立

　

［略歴、当社における地位及び担当］

    2008年    12月 あずさ監査法人（現　有限責任 あず
さ監査法人）入所

    2014年    12月 株式会社イグニス　常勤監査役就任
    2015年    12月 株式会社イグニス　取締役（監査等委

員）就任
    2017年    ７月 オプティメッドホールディングス株式

会社　監査役就任（現任）
    2017年    12月 当社監査役就任（現任）　

    2017年    12月 株式会社サン・システム　監査役就任
（現任）

    2017年    12月 Retty株式会社　取締役監査等委員就
任（現任）

    2018年    １月 大杉公認会計士事務所　所長就任（現
任）

    2018年    12月 株式会社メディプラス・マネジメント　
監査役就任　

社外監査役候補者とした理由
大杉泉氏は、公認会計士としての実務経験と豊富な知識及び上場企業における監査役の経験を有しており、
監査役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断し、社外監査役候補者といたしました。

［重要な兼職の状況］
大杉公認会計士事務所　所長
オプティメッドホールディングス株式会社　監査役
株式会社サン・システム　監査役
Retty株式会社　取締役監査等委員

　
(注) １. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２. 大杉 泉氏は、社外監査役候補者であります。なお、当社の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって５年となります。
３. 当社は、横山 幸太郎氏、大杉 泉氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しており、当該契約における損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。再任が承認された場
合、同契約を継続する予定であります。

４. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の職
務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって補填す
ることとしております。（ただし、被保険者が利益または便宜の提供を違法に得た場合や犯罪行為または法令違反行為であることを認識し
て行った場合を除く）。各候補者の再任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。

５. 当社は、大杉 泉氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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会計監査人選任議案

第４号議案 会計監査人選任の件

名 称 和泉監査法人
主たる事務所の所在場所 東京都新宿区揚場町２番18号
沿 革 1983年4月設立

概 要

出資金　　　21,600千円
構成人員　　代表社員　　 ９名

社員　　　　 １名
公認会計士　32名
その他職員　 ３名
合計　　　　45名

　当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますの
で、新たに和泉監査法人を会計監査人に選任することにつき、ご承認をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。
　監査役会が和泉監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人として必要とされる専門能力、独立性、
職業倫理、品質管理体制、監査費用等について総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したもの
であります。

　会計監査人候補者は、次のとおりであります。
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取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定議案

第５号議案 取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与
のための報酬決定の件

　当社の取締役の報酬等の額は、2019年6月14日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内としてご承認
いただいておりますが、今般、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取
締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、当社の取締役に対する
報酬等として、新たにストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬を決定することにつきご承認をお
願いいたします。
　本議案に基づき当社の取締役（社外取締役を除く、以下「業務執行取締役」といいます。）に対してストック・オ
プションとしての新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）として支給する報酬の総額は、年額50百万円
以内といたします。また、本新株予約権の行使により発行される株式の発行済株式総数に占める割合は0.92％とそ
の希釈化率は軽微であることから、本件ストック・オプションの付与について相当であると判断しております。な
お、各業務執行取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。業務執行取締役
に対してストック・オプションとして発行する新株予約権の額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権
１個当たりの公正価額に、割当てる新株予約権の総数に乗じた額となります。ここでいうところの割当日における新
株予約権１個当たりの公正価額の算定につきましては、新株予約権の公正価値の算定のために一般的に利用されてい
る算定方法を用いることとしております。

報酬等の内容（ストック・オプションとして発行する新株予約権の具体的な内容）
（１）新株予約権の数の上限

各事業年度に係る定時株主総会開催日から１年以内に発行する新株予約権の数の上限は、300個とする。
（２）新株予約権の目的である株式の種類及び数

　本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的たる株式の数
（以下「付与株式数」という｡）は100株とする。但し、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式に
つき株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式に
より付与株式数を調整する。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない
本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨
てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
　また、本新株予約権の割当日後、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で付与株式数の調整を
行うことができるものとする。

（３）各本新株予約権の払込金額
新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。
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取締役に対するストック・オプションとしての新株予約権付与のための報酬決定議案

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
1 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に付与株式数を乗じ

た額とする。
2 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額（以下「行使価額」とい

う。）は、発行前日の終値とする。
（５）新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の付与決議後2年を経過した日から10年を経過する日まで（但し、最終日が銀行営業日でない
場合にはその前銀行営業日まで）の範囲内で、当社取締役会決議により決定する期間とする。

（６）譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

（７）新株予約権の行使の条件
1 本新株予約権者は、本新株予約権を取得した時点において当該本新株予約権者が当社の取締役等の役員

又は使用人である場合は、本新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社の取締役等の役員
又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。但し、当社取締役会が正当な理由があるものと認め
た場合にはこの限りではない。

2 その他の新株予約権の行使の条件は、当社取締役会決議により決定する。
（８）新株予約権の取得に関する事項

1 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計
画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認（株主
総会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める
日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

2 新株予約権者が権利行使をする前に、上記（７）に定める規定により新株予約権の行使ができなくなっ
た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

（９）その他の新株予約権の募集事項
その他の新株予約権の内容等については、新株予約権の募集事項を決定する当社取
締役会において定める。

以 上
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当事業年度の事業の状況

事業報告 (2021年10月１日から2022年９月30日まで)

1 企業集団の現況

提供書面

(1) 当連結会計年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種が進み、まん延防止等
重点措置が全面解除、行動制限が段階的に緩和されたことにより、消費活動が徐々に正常化に向かう一方、米国を
はじめとする先進諸国による金融緩和の縮小や資源価格の高騰などによる世界的景気減速が危惧され、経済の先行
きは不透明な状況が続いております。緊迫が続くウクライナ情勢や急激な円安による諸物価の上昇に加え、行動制
限緩和後の新型コロナウイルス感染症の再拡大の懸念も残り、今後も予断の許さない状況が続くものと思われま
す。
　当社の事業環境としましては、テレワークやオンラインショッピング等、社会全般のオンライン化が進み、デジ
タルマーケティング需要や企業活動のデジタルシフトの需要が伸長しております。また、2022年４月に施行され
た改正個人情報保護法や、ブラウザ提供会社の仕様変更による3rd Party Cookieの利用制限が懸念される中、
Cookieを代替するサービスである「ポストCookieソリューション」への社会の関心が高まっております。このよ
うな経営環境のもと、「ポストCookieソリューション」として当社が開発した「IMポストCookieアドネットワ
ーク」は3rd Party Cookieに依存せずにターゲティング広告配信ができるため既存クライアントを中心に導入が
進み、アカウント数は順調に増加しました。
　ソリューション毎の経営環境につきましては、マーケティング支援サービスにおいては、エンターテインメント
業界や旅行業界等、新型コロナウイルス感染症の拡大後に広告費削減傾向が続いていた大口クライアントからの受
注の回復傾向や、新しい生活様式に合わせたEC関連の広告予算の伸長により、顧客単価が増加しました。
　成果報酬型ディスプレイ広告運用サービス「Performance DMP」については、巣ごもり需要やECサイトの利
用増加を背景に、ASP各社との連携を強化し、またECプラットフォーム「Shopify」向けアプリの導入によりアカ
ウント数が増加しました。さらに広告配信の自動化を進めることで効率性を高めております。
データマネジメント・アナリティクスについては、前連結会計年度から連携を進めていたアドテクベンダーに対し
て当社の「IMポストCookieアドネットワーク」の基礎となる「IM-UID」の導出が進みました。この結果、アド
テクベンダーの広告配信量に応じたデータ利用収入が増加しました。
　費用面においては、個人情報保護法改正や3rd Party Cookieの規制への対応と「ポストCookieソリューショ
ン」の営業活動への注力、さらに、ガバナンス強化や機動的な意思決定等を目的とする、組織体制の変更を実施し
たことで、人件費及び採用費用が前年同期と比較して増加しております。
　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高2,800,637千円（前期比38.8％増）、営業利益94,435千円（同
81.9％増）、経常利益92,477千円（同132.1％増）、親会社株主に帰属する当期純利益70,594千円（同137.3％
増）となりました。
　なお、当社グループは、DMP事業の単一セグメントであるため、セグメント情報に関連付けた記載を行ってお
りません。

② 設備投資の状況
　重要な設備投資はありません。

③ 資金調達の状況
　新株予約権の行使により、21,913千円の資金調達を行いました。
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当社が対処すべき課題

①新サービス等の開発体制
　インターネット市場における技術革新のスピードは非常に早く、競合優位性の確保及び事業の拡充を図るため、新サー
ビスの開発、投資を行っております。当該開発に際しては、システム開発の必要性や優秀な人材の拡充が必要となるた
め、迅速な開発が行える体制整備や優秀な開発人材の確保を行ってまいります。

②優秀な人材の確保と教育制度の充実
　当社グループは、今後の成長のために、多様で優秀な人材の確保が不可欠であると認識しております。ソーシャルメデ
ィアの活用等、採用方法の多様化を図り、当社グループの求める専門性や資質を兼ね備えた人材の登用を進めるととも
に、研修制度の充実等、教育体制の整備を進め、人材の定着と能力の底上げを行っていく方針であります。

③内部管理体制の強化
　当社グループは成長段階にあり、業務運営の効率化やリスク管理のための内部管理体制の強化が重要な課題であると考
えております。このため、バックオフィス業務の整備を推進し、経営の公正性・透明性を確保するための内部管理体制強
化に取り組んでまいります。具体的には、業務運営上のリスクを把握してリスク管理を適切に行うこと、定期的な内部監
査の実施によるコンプライアンス体制の強化、監査役監査の実施によるコーポレート・ガバナンス機能の充実などを図っ
ていく方針であります。

④認知度の向上
　当社グループは、これまで広告宣伝活動に頼らず、提供サービスの機能優位性に拠る形での営業活動に専念してまいり
ました。その結果として、現在、幅広い業種、企業に当社グループ製品を導入いただき、継続的な取引による確固たる顧
客基盤の構築を実現することができていると考えております。一方で、更なる成長を続けていく上では、当社グループ及
び当社サービスの認知度を向上させ、新規案件を獲得していくことが重要であると考えております。今後は広告宣伝活動
による積極的な販売促進活動に取り組み、認知度の向上に努める方針であります。

⑤新型コロナウイルス感染症について
　新型コロナウイルス感染症が蔓延する現況下において、当社グループは、取引先、従業員及びその家族の安全及び健康
の確保を最優先とし、リモートワークや時差出勤、オンライン会議の積極利用を推進するなど、感染予防策へ迅速に取り
組むことで事業の安定運営に努めております。
　足もとの感染者数は徐々に収束しているものの、行動制限の緩和による再拡大の懸念も残ります。感染拡大が長期的に
継続した場合、経済活動の縮小により、当社サービス導入企業の一部に、企業収益の減少や企業活動の停滞などの影響を
及ぼすことが予測され、当社の業績にも影響が及ぶ可能性があるため、当社グループへの影響を見極めながら、環境変化
に対し迅速かつ柔軟に必要な対応ができるように施策を変化させてまいります。

⑥改正個人情報保護法や3rd Party Cookie廃止を含めた環境変化
　「個人情報の保護に関する法律」（以下、「個人情報保護法」という。）の改正や各ブラウザ提供会社の仕様変更によ
り、3rd Party Cookieに対する規制が強化されつつあるように、プライバシー保護の観点からデータの利活用を取り巻
く環境は随時変化し、当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があります。
　当社グループでは、3rd Party Cookieに依存せずプライバシーに配慮した形でデータの利活用ができるポストcookie
ソリューション「IMポストCookieアドネットワーク」を開発し、提供しておりますが、今後もデータの利活用に関する
新たな規制が発生する可能性があるため、社会情勢を速やかに察知し、環境変化に対応したサービスの開発が迅速に行え
る体制整備を行ってまいります。

(2) 対処すべき課題
　当社グループは以下のような経営課題に取り組むことで、サービス領域の拡大及び経営基盤の強化を行っていく方
針であります。
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財産および損益の状況の推移

期　別
区　分

2020年度
第８期

2021年度
第９期

2022年度
第10期

（当連結会計年度）
売 上 高 (千円) 2,042,303 2,017,169 2,800,637
経 常 利 益 (千円) 36,467 39,849 92,477
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (千円) 20,053 29,753 70,594
1株当たり当期純利益 (円) 7.13 9.72 21.91
総 資 産 (千円) 1,611,551 1,755,242 1,987,606
純 資 産 (千円) 1,231,063 1,314,954 1,418,366
1 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 415.22 415.50 430.36

期　別
区　分

2019年度
第７期

2020年度
第８期

2021年度
第９期

2022年度
第10期

（当事業年度）
売 上 高 (千円) 2,188,313 2,042,049 2,022,406 2,805,992
経 常 利 益 (千円) 142,967 52,761 62,775 101,743
当 期 純 利 益 (千円) 96,422 36,338 27,764 75,411
１株当たり当期純利益 (円) 40.18 12.91 9.07 23.40
総 資 産 (千円) 968,491 1,598,447 1,737,376 1,978,654
純 資 産 (千円) 625,680 1,218,060 1,296,680 1,409,538
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 260.70 420.85 417.33 433.59

(3) 財産及び損益の状況の推移
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

(注)１．第８期（2020年度）より連結計算書類を作成しているため、第７期（2019年度）については記載しておりません。
２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年

度に係る各数値については当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移

(注)１．2019年５月15日開催の取締役会決議により、2019年６月14日付で普通株式１株につき50株の割合で株式分割を行っております。第７
期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る
各数値については当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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重要な親会社および子会社の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、従業員の状況、主要な借入先の状況

名称 資本金 当社の議決権比率
（出資比率） 主要な事業内容

クレジットスコア株式会社 29,985千円 95.0％
（51.0％） 金融業界向けデータソリューションの開発

(4) 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係
　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

(5) 主要な事業内容（2022年９月30日現在）

事業 事業内容

データマネジメントプラットフォーム（DMP）事業 データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コ
ンサルティング

(6) 主要な営業所及び工場（2022年９月30日現在）

名称 所在地
本社 東京都港区六本木三丁目５番27号

(7) 従業員の状況（2022年９月30日現在）

従業員数 前連結会計年度末比増減
53名（０名） 12名増（１名減）

従業員数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数
53名（0名） 12名増（１名減） 30.8歳 ２年７カ月

①企業集団の従業員の状況

②当社の従業員の状況

（注）従業員数は就業員数であり、アルバイトは（　）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 （2022年９月30日現在）

借入先 借入額

株式会社みずほ銀行 100,000千円
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株式の状況

2 会社の現況
(1) 株式の状況（2022年９月30日現在）

① 発行可能株式総数 普通株式 9,600,000株
② 発行済株式の総数 普通株式 3,250,950株

③ 株主数 1,943名
④ 大株主（上位10名）

株主名
持株数

持株比率
普通株式

株式会社フリークアウト・ホールディングス 1,242,700株 38.2％

簗島　亮次 382,200株 11.8％

株式会社電通グループ 238,000株 7.3％

ＹＪ２号投資事業組合 100,000株 3.1％

楽天証券株式会社 62,900株 1.9％

株式会社インテージホールディングス 62,000株 1.9％

株式会社ＳＢＩ証券 58,600株 1.8％

株式会社新生銀行 50,000株 1.5％

久田　康平 40,450株 1.2％

佐伯　朋嗣 24,000株 0.7％

(注) 新株予約権の権利行使及び譲渡制限付株式の発行により、発行済株式の総数は143,800株増加しております。

 （注）持株比率は自己株式（74株）を控除して計算しております。
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新株予約権等の状況

(2) 新株予約権等の状況

名称 第１回新株予約権

新株予約権の数 2,410個

保有人数
当社取締役（社外取締役を除く） １名

新株予約権の目的である株式の
種類と数

普通株式　120,500株
(１個につき50株）

新株予約権の発行価額 無償

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり
4,250円

(１株当たり 85円)

新株予約権の行使期間 2017年12月29日から
2025年12月27日まで

新株予約権の主な行使条件 （注）

①当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の
状況

（注）新株予約権の行使の条件
①本新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、本新株予約権行使時においても当社の取締役、

監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役または子会社の従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了
による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認めないものとする。
③本新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。

②当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の状況
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 簗　島　亮　次

プラットフォーム事業本部長
コーポレート・コミュニケーション室長
管理本部長
クレジットスコア株式会社 代表取締役社長

取締役 木　村　祐　一 開発本部長

取締役 永　田　暁　彦

株式会社ユーグレナ 取締役代表執行役員CEO
リアルテックホールディングス株式会社 代表取締役
合同会社リアルテックジャパン 代表業務執行役
キューサイ株式会社 取締役

取締役 寺　門　峻　佑

TMI総合法律事務所 パートナー
TMIプライバシー＆セキュリティコンサルティング株式会社 取締役
一般社団法人情報処理安全確保支援士会理事
滋賀大学データサイエンス学部インダストリアルアドバイザー
RIZAPグループ株式会社 社外取締役監査等委員

常勤監査役 石 沢　美 穂 子 株式会社アペルザ 監査役

監査役 横 山　幸 太 郎

株式会社BeGoodJapan 取締役
みんなのマーケット株式会社 監査役
WOVN Technologies株式会社 監査役
株式会社ファイブアローズ 取締役

監査役 大　杉　　　泉

大杉公認会計士事務所 所長
Retty株式会社 取締役監査等委員
オプティメッドホールディングス株式会社 監査役
株式会社サン・システム 監査役

(3) 会社役員に関する事項
① 取締役及び監査役の状況（2022年9月30日現在）

（注）１．取締役永田 暁彦氏、寺門 峻佑氏は、社外取締役であります。
２．監査役石沢 美穂子氏、大杉 泉氏は、社外監査役であります。
３．監査役石沢 美穂子氏、大杉 泉氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有して

おります。
４．取締役永田 暁彦氏、寺門 峻佑氏、監査役石沢 美穂子氏、大杉 泉氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立

役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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会社役員に関する事項

② 責任限定契約の内容の概要
　取締役永田暁彦氏、寺門峻佑氏、監査役石沢美穂子氏、横山幸太郎氏及び大杉泉氏は当社と会社法第423条第１
項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額
となります。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担してお
りません。当該保険契約により被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を
受けることによって生ずることのある損害及び訴訟費用等が塡補されることとなります。
　ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が利益または便宜の提供を違
法に得た場合や犯罪行為または法令違反行為であることを認識して行った場合には塡補の対象としないこととして
おります。

④ 取締役及び監査役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議し
ております。
　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定され
た報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うもので
あると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
ａ．基本方針

　当社の取締役の報酬は、中長期的視点で経営に取り組むインセンティブとなる報酬体系としつつ、個々の取
締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

ｂ．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬として、役位、職責、管掌範囲に応じて他社水準、当社の業
績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案し、株主総会にて定められた報酬限度額の範囲内で決定
するものとする。報酬限度額は、2019年6月14日開催の臨時株主総会において年額3億円以内（ただし、使
用人分給与は含まない）と決議している。
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会社役員に関する事項

区　　分 報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる
役員の員数

（名）基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬等

取　締　役
（うち社外取締役）

47,815千円
(4,400千円)

47,815千円
(4,400千円)

－
(－)

－
(－)

７名
(２名)

監　査　役
（うち社外監査役）

13,080千円
(10,440千円)

13,080千円
(10,440千円)

－
(－)

－
(－)

３名
(２名)

合　　　計
（うち社外役員）

60,895千円
(14,840千円)

60,895千円
(14,840千円)

－
(－)

－
(－)

10名
(４名)

ｃ．基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決
定に関する方針
　当社の取締役の報酬については、金銭報酬のみとする。

ｄ．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
　個人別の報酬については、取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるもの
とし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１．2019年６月14日の臨時株主総会において、取締役の報酬限度額は、年額300百万円以内、監査役の報酬限度額は年
額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、４名（うち社外取締役は２名）、監
査役の員数は、３名（うち社外監査役２名）です。

２．取締役の支給人員は、無報酬の取締役１名を除いております。
３．取締役の支給人員及び報酬等の額には、2021年12月22日開催の第９期定時株主総会終結の時をもって退任した取締

役３名が含まれております。
４．取締役会は、代表取締役社長簗島 亮次に対し、各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由

は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断し
たためであります。
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会社役員に関する事項

区分 氏名 主な活動

社外取締役 永田　暁彦
当事業年度に開催された取締役会16回全てに出席し、企業経営・事業戦略・組織運
営などに関する豊富な経験と高い見地から発言を適宜行っており、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

社外取締役 寺門　峻佑

2021年12月22日就任以降、当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席
し、弁護士としての高い専門知識と豊富な経験を有し、法的な観点から発言を適宜
行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしてお
ります。

社外監査役 石沢　美穂子

当事業年度に開催された取締役会16回全て、監査役会14回全てに出席し、公認会
計士としての会計・監査に関する高い専門知識とテック系企業における監査役の経
験に基づき常勤監査役として、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための発言を適宜行っております。

社外監査役 大杉　　泉
当事業年度に開催された取締役会16回全て、監査役会14回全てに出席し、主に公
認会計士として培ってきた豊富な経験と専門的見地から、取締役会において、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。

⑤ 社外役員に関する事項
イ．社外役員の重要な兼職先との関係

　社外役員の重要な兼職先は、①取締役及び監査役の状況に記載のとおりであり、各兼職先と当社との間に特
別な関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況
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会計監査人の状況

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 16,800千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 16,800千円

(4) 会計監査人の状況
① 会計監査人の名称　　　有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を
明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計
額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどう
かについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由に該当すると認められた場合、必要と認めるときは、監査
役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。
　また、監査役会は、会計監査人の監査品質、職務遂行状況等諸般の事情を総合的に勘案し、再任しないことが適
切であると判断した場合には、同法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の不再任に関する議案
の内容を決定いたします。
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連結貸借対照表

連結貸借対照表（2022年９月30日現在） (単位：千円)

科目 金額 科目 金額

資産の部 負債の部

流動資産
現金及び預金
売掛金
契約資産
電子記録債権
貯蔵品
その他

固定資産
有形固定資産

建物
建物減価償却累計額
工具、器具及び備品
工具、器具及び備品
減価償却累計額
無形固定資産

ソフトウエア
投資その他の資産

繰延税金資産
その他

繰延資産　

1,910,704
1,459,785

419,309
8,384

495
2,718

20,011
76,752
10,947
30,225

△ 21,522
7,098

△ 4,854

790
790

65,015
15,497
49,518
149 　

流動負債 462,939

買掛金 329,548

未払法人税等 25,785

契約負債 1,408

賞与引当金 28,103

その他 78,094

固定負債 106,300

長期借入金 100,000

資産除去債務 6,300

負債合計 569,239

純資産の部

株主資本 1,399,053

資本金 469,753

資本剰余金 449,753

利益剰余金 479,759

自己株式 △ 212

非支配株主持分 19,312

純資産合計 1,418,366

資産合計 1,987,606 負債純資産合計 1,987,606

連結計算書類

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書

連結損益計算書（2021年10月１日から2022年９月30日まで） (単位：千円)

科目 金額

売上高 2,800,637
売上原価 2,096,545
売上総利益 704,091
販売費及び一般管理費 609,656
営業利益 94,435
営業外収益

受取利息 14
助成金収入 600
その他 89 703
営業外費用

為替差損 2,601
その他 59 2,661
経常利益 92,477
税金等調整前当期純利益 92,477
法人税、住民税及び事業税 32,111
法人税等調整額 △ 5,599 26,512
当期純利益 65,965
非支配株主に帰属する当期純損失（△） △ 4,628
親会社株主に帰属する当期純利益 70,594

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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貸借対照表

貸借対照表 （2022年９月30日現在） (単位：千円)

科目 金額      科目 金額
資産の部 負債の部

流動資産
現金及び預金
売掛金
契約資産
電子記録債権
貯蔵品
前払費用
その他

固定資産
有形固定資産

建物
建物減価償却累計額
工具、器具及び備品
工具、器具及び備品
減価償却累計額
無形固定資産

ソフトウエア
投資その他の資産

関係会社株式
長期前払費用
繰延税金資産
その他　

1,871,316
1,419,869

419,804
8,384

495
2,718

13,848
6,195

107,338
10,947
30,225

△21,522
7,098

△4,854

790
790

95,601
30,585
9,246

15,497
40,272 　

流動負債 462,816
買掛金 329,643
未払金 53,978
未払法人税等 25,605
未払消費税等 19,402
契約負債 1,408
預り金 4,675
賞与引当金 28,103

固定負債 106,300
長期借入金 100,000
資産除去債務 6,300

負債合計 569,116
純資産の部

株主資本 1,409,538
資本金 469,753
資本剰余金 449,753

資本準備金 449,753
利益剰余金 490,243

その他利益剰余金 490,243
　繰越利益剰余金 490,243
自己株式 △212
純資産合計 1,409,538

資産合計 1,978,654 負債・純資産合計 1,978,654

計算書類

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損益計算書（2021年10月１日から2022年９月30日まで） (単位：千円)

科目 金額

売上高 2,805,992

売上原価 2,095,390

売上総利益 710,602

販売費及び一般管理費 607,320

営業利益 103,281

営業外収益

受取利息 13

助成金収入 600

その他 449 1,063

営業外費用

為替差損 2,601

その他 0 2,601

経常利益 101,743

税引前当期純利益 101,743

法人税、住民税及び事業税 31,931

法人税等調整額 △5,599 26,332

当期純利益 75,411
(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結会計監査報告、会計監査報告

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小出 健治
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鶴 　彦太

独立監査人の監査報告書
2022年11月17日

株式会社インティメート・マージャ―
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社インティメート・マージャ―の2021年10月１日から2022年９
月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社インテ
ィメート・マージャ―及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定
に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計
算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結会計監査報告、会計監査報告

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当
該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際
して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。
監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続で
きなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示
しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査
人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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連結会計監査報告、会計監査報告

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 小出 健治
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鶴 　彦太

独立監査人の監査報告書
2022年11月17日

株式会社インティメート・マージャー
取締役会　御中

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社インティメート・マージャ―の2021年10月１日から
2022年９月30日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に
係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人
の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に
従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎とな
る十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。ま
た、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
　当監査法人の計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して
意見を表明するものではない。
　計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類又
は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他
の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求
められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内
部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、
我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事
項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、
不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を
行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施
する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際し
て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記
事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の
前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提
に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
くなる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示して
いるかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備
を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人
の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

33



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告

2022/11/21 20:22:34 / 22903662_株式会社インティメート・マージャー_招集通知

監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2021年10月１日から2022年９月30日までの第10期事業年度の取締役の職務の執行に関して、
各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け

るほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内
部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下
の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じ
て子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規
則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定
期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）
を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算
書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告

34



2022/11/21 20:22:34 / 22903662_株式会社インティメート・マージャー_招集通知
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年11月18日

株式会社インティメート・マージャー　監査役会

常勤監査役 石沢　美穂子 ㊞
監査役 横山　幸太郎 ㊞
監査役 大 杉 　 泉 ㊞

　
(注) 常勤監査役石沢美穂子及び監査役大杉泉は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以　上
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会場ご案内図

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


